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地域医療構想策定委員会の概要 

 

医療推進課 

 

○ 体 制   

・ 平成 27年 10月に医療審議会の部会として設置（21名） 

・ 会長から指名された審議会委員及び専門委員により構成 

 

○ 調査審議事項   

・ 地域医療構想の作成に関すること 

・ その他必要と認められること 

 

【策定体制】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 

答申 

地域医療構想策定委員会 

設置 

地域医療構想調整会議（10） 

 佐久   上小   諏訪   上伊那   飯伊   木曽   松本   大北   長野   北信  

・第６次保健医療計画の変
更（地域医療構想の追記）
について諮問 

 

意見照会 

医 療 審 議 会 

構想案報告 

県 

設置 

保健福祉事務所 

意見提出 



2 

 

 

長野県地域医療構想策定委員会運営要領 

 

 （設置） 

第１ 地域医療構想の策定に関する事項について調査審議するため、長野県医療審議会（以下「審

議会」という。）に、地域医療構想策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会は、医療法施行令（昭和 23年政令第 326 号）第５条の 21第 1項に定める部会とする。 

 

 （審議事項） 

第２ 委員会は、次の事項について調査審議する。 

(1)長野県地域医療構想の作成に関すること 

(2) その他必要と認められること 

 

 （組織） 

第３ 委員会は、委員 21人以内で組織する。 

２ 委員会に属すべき委員及び専門委員は、審議会の会長が指名する。 

３ 委員会に委員長を置き、委員会に属する委員及び専門委員の互選により定める。 

４ 委員長は、会務を総理する。 

５ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。 

６ 委員会に属する委員及び専門委員の任期は、第２の審議事項に関する調査審議が終了したとき

までとする。 

 

 （会議） 

第４ 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができ

ない。 

３ 議事は、出席した委員及び専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。 

 

 （事務局） 

第５ 委員会の事務局を長野県健康福祉部医療推進課に置く。 

 

 （補則） 

第６ この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 27年 10月 16日から施行する。 

 


